
 

高砂市中小事業者エネルギー価格高騰対策支援給付補助金 フローチャート 

１ 高砂市内に主たる事業所（本社、本店等）がある中小事業者※である 

 

 

２ 令和４年８月１日以前に創業している 

 
 

３ 申請時点において、客観的に事業実態が認められ、今後も市内で継続して

事業を行う意思がある 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

※中小事業者とは… 

中小企業基本法（第２条第１号及び第５項）に規定する中小企業者（及び小規模企業者）をいいます。 

なお、中小事業者には、公共法人（法人税法第２条別表第１参照）を除く、財団・社団法人、学校法人、NPO法人

等の各種公益法人を含みます。 

４ 「みなし大企業」､「市税の滞納」、「暴力団員又は暴力団密接関係者

が関係する中小事業者」、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関

する法律（昭和 23 年法律第 122 号）に規定する性風俗関連特殊営業

及びこれに類似する営業を営む中小事業者」、兵庫県が実施する「医

療機関等における物価高騰対策一時支援金」及び「社会福祉施設にお

ける光熱費等高騰対策一時支援金」の支給対象に該当する中小事業者

など、交付要綱第３条第２項各号のいずれにも該当しない。                                       

※要確認：高砂市中小事業者エネルギー価格高騰対策支援給付補助金

交付要綱 

市内の事業所で使用した令和５年１月から同年６月までの間で任意の１ヶ月の

補助対象経費（燃料費：重油・ガソリン・軽油・灯油 ／ 光熱費：電気・都市ガ

ス・プロパンガス、その他事業で使用した燃油等）の合計額が５万円以上（消費

税及び地方消費税相当額は含まない）であること。 
 
■補助金の額 

１補助対象者（１事業者）につき、 

・補助対象経費の合計額が５万円以上 10 万円未満の中小事業者・・・・ ５万円 

・    〃      10 万円以上 20 万円未満の中小事業者・・・１０万円 

・    〃      20 万円以上の中小事業者 ・・・・・・・・２０万円 
 

【例示】 

令和５年４月 光熱費  88,000円   

         燃料費  25,500円  

合 計  113,500円    補助金額   100,000円 

この給付補助金の対象外です この給付補助金の対象です 
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